
田舎暮らし農園施設整備支援事業実施要領 

 

 （趣旨） 

第１ 田舎に移住・二地域居住し、楽農生活を実践する際に必要となる農園施設の整備や、

都市住民等が気軽に楽農生活が実践できる農林漁業体験施設の開設に対して支援をする、

田舎暮らし農園施設整備支援事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （事業の内容等） 

第２ 事業の内容、補助対象者、補助対象経費等は、下表に掲げるとおりとする。 

事業の内容 補助対象者、対象経費等 

農園施設整備支援事業 別記１のとおり 

農林漁業体験施設 

開設支援事業 

体験施設改修支援(ハード) 別記２のとおり 

スタートアップ支援(ソフト) 同上 

 

 （事業の申請） 

第３ この要領に基づき補助を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、別紙様

式１により、当該事業の区域を所管する市町長を経由して、県民局長又は県民センター

長（以下「県民局長」という。）宛て申請するものとする。 

２ 県民局長は、前項の申請を受理したときは、速やかに内容を審査の上、計画を承認

し、別紙様式２により申請者へ通知するものとする。 

３ 前項の承認通知のあった申請者（以下「事業実施主体」という。）は、申請書の内容に

基づき事業を実施するものとする。 

４ 第２項の計画を承認した県民局長は、当該申請書及び承認書の写しを兵庫県農林水産

部長（以下「農林水産部長」という。）に提出するものとする。 

 

 （事業の変更） 

第４ 事業実施主体は、申請書の内容等に、次の各号のいずれかに該当する変更が生じた

場合は、速やかに第３の規定に準じて変更申請を行い、必要な承認を得なければならな

い。 

 (1) 補助事業に要する経費の 30％を超える増減 

 (2) 整備箇所又は設置場所の変更 

 (3) 添付様式３の「４ 経費の配分」における科目ごとの補助金額の増減 

 

 （補助金の交付） 

第５ 知事は、予算の範囲内において本事業の実施に要する経費について、兵庫県農林水産

部補助金交付要綱に定めるところにより、補助金を交付するものとする。 

 

  



 （事業の推進体制） 

第６ 市町長は、市町の農業、都市、福祉その他の関係部局、関係機関等との連携を図り、

一体となって、本事業の適切かつ効果的な実施と事業実施後の施設等の利用促進に努める

ものとする。 

２ 知事は、本事業の適切かつ効果的な実施と事業実施後の施設等の利用促進に関し必要

な指導・助言を行うものとする。 

 

（報告） 

第７ 事業実施主体は、事業が完了したときは、事業完了後１ヶ月を経過する日又は事業

実施した年度の年度末のいずれか早い日までに、別紙様式３により、当該事業の区域を

所管する市町長を経由して、県民局長に報告しなければならない。 

２ 事業実施主体は、本事業による補助対象期間終了年度の翌年度から３年間、当該年度

における利用状況等を、翌年度５月末までに、別紙様式４により、当該事業の区域を所

管する市町長を経由して、県民局長に報告しなければならない。 

３ 県民局長は、事業実施主体から前２項の報告を受けたときは、その写しを農林水産部

長に送付するものとする。 

 

 （その他） 

第８ この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、兵庫県農林水産

部総合農政課長が別に定めるものとする。 

 

 

   附 則 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 田舎暮らし農園施設整備支援事業実施要領（平成 27年３月 20日付け総農第 1446号。

以下「旧要領」という。）は廃止する。 

３ この要領の施行前に旧要領に基づき事業を実施した者については、なお従前の例による。 

 



【別記１】 

 

農園施設整備支援事業 

 

 （事業の内容） 

第１ 遊休農地等を活用し、移住・二地域居住する田舎で楽農生活を実践する際に必要となる、

農園・休憩施設等の整備に要する経費を支援する。 

 

 （定義） 

第２ 本事業における遊休農地等とは、市街化区域内の農地を除く、次の各号のいずれかに該

当する農地とする。 

(1) 権利取得時点で直近１年間に作付けを行っていない農地 

(2) 権利取得時点で農地所有者が離農するなどの事由により、遊休農地になることが懸念さ

れる農地 

 

 （補助対象者） 

第３ 補助の対象者は、兵庫県内の遊休農地等を初めて取得し、家庭菜園等農園として利用す

る者で、移住・二地域居住により田舎暮らしを始める者とする。 

２ 前項に掲げる遊休農地等とは、計画申請日から遡って５年以内に権利取得した農地、又は

事業完了までに取得見込の農地とする。 

３ 第１項で掲げる移住・二地域居住により田舎暮らしを始める者とは、計画申請日から遡っ

て５年以内に現在の住所地とは異なる市町に居住していた者、又は計画申請時に現在の住所

地とは異なる市町にも居住している者とする。 

 

 （補助対象経費） 

第４ 補助対象経費は、遊休農地等の解消に資する農園・休憩施設等の整備に必要な経費とす

る。ただし、汎用性の高い備品（パソコン、カメラ等）や消耗品等は、除くものとする。 

 

 （農業保険等への加入） 

第５ 本事業の補助対象者は、農業経営に関する様々なリスクへの備えとして農業保険（農業

経営収入保険及び農業共済をいう。）等への加入に努めること。 

 また、本事業の完了前１年以内に、兵庫県農業共済組合から農業保険の加入について個別

に説明を受けること。ただし、農業経営や保険等の加入の状況、整備する財産の内容等から、

加入を促すべき農業保険の保険商品がないと兵庫県農業共済組合が認める場合は、この限り

でない。 

 本事業により農業共済に加入できる財産を取得し、又はその効用を増加させる場合にあっ

ては、当該財産について、農業共済又は他の損害保険等（天災等に対する補償を必須とする。）

に加入すること。また、当該財産の処分制限期間において加入が継続すること。 



 （財産の管理） 

第６ 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産が有する耐用年数に

相当する期間は、財産の適正な管理運営に努めなければならない。ただし、やむを得ない事

情があると県民局長が認める場合においてはこの限りではない。 

なお、継続が困難となった場合においても、兵庫県農林水産部補助金交付要綱第 19 条に

よる知事の承認を受けた上で、処分しなければならない。  



【別記２】 

 

農林漁業体験施設開設支援事業 

 

 （事業の内容） 

第１ 都市住民等が気軽に楽農生活が実践できる農林漁業体験施設を開設する際に必要とな

る、ソフト及びハード経費を支援する。 

 

 （定義） 

第２ 本事業における農林漁業体験施設とは、市街化区域以外に存する建築物を活用して、不

特定多数の者を利用者として募集し、料金を得て農林漁業体験を提供する施設で、次の各号

のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 農林漁家民宿 

 農山漁村の生活及び文化に触れる体験等（田植え・稲刈り体験等の栽培体験、そば打ち

等の加工体験、タケノコ掘り、魚釣り等）を提供する宿泊施設。 

(2) 農林漁家レストラン 

 利用者に、自ら生産した農林水産物を用いた料理を提供する施設。 

(3) 農林水産物加工体験施設 

 農林水産物を、利用者が加工・調理等の体験ができる施設。（そば打ち、ジャムづくり、

パン焼き体験、竹細工体験、魚調理体験等） 

(4) 農林水産観光・体験農園 

 利用者用の休憩所等を有し、農林水産物の収穫等の一部作業を体験、又は自ら生産等し

た農林水産物を鑑賞させる施設。 

(5) その他 

 その他、農林水産物を活用し、農山漁村体験を提供する施設。 

 

 （事業の種類） 

第３ 本事業の種類は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 体験施設改修支援（ハード） 

(2) スタートアップ支援（ソフト） 

  



（補助対象者） 

第４ 補助の対象者は、次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 体験施設改修支援（ハード） 

申請時点で農林漁業体験施設の経営をしておらず、事業完了後１年以内に、農林漁業体

験施設を開設する者。 

 (2) スタートアップ支援（ソフト） 

農林漁業体験施設を開設してから３年以内で、年 12 回程度以上の農林漁業体験を提供

する見込みのある者。 

２ 前項の開設とは、不特定多数の者を利用者として募集し、利用料金を得る農林漁業体験

を初めて提供した日のことをいう。 

３ 体験施設改修支援（ハード）とスタートアップ支援（ソフト）は、同時に申請することが

できる。 

  

（補助対象経費） 

第５ 体験施設改修支援（ハード）の補助対象経費は、農林漁業体験施設の開設のために必要

な施設（空き家又は既居住の家）の改修工事に要する経費とする。 

２ スタートアップ支援（ソフト）の補助対象経費は、農林漁業体験施設の開設に際した広報

やイベント開催等に必要な、活動経費（謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び

賃借料等）とする。 

ただし、事業実施主体の経常的な運営費用（人件費、家賃、光熱費等）や備品（耐用年数

1年以上かつ取得金額 10万円以上）、施設・車両の維持修繕費等は事業対象経費から除くも

のとする。 

 

 （財産の管理及び事業の継続） 

第６ 体験施設改修支援（ハード）を実施した事業実施主体は、補助事業により取得し、又は

効用の増加した財産が有する耐用年数に相当する期間は、財産の適正な管理運営に努めなけ

ればならない。ただし、やむを得ない事情があると県民局長が認める場合においてはこの限

りではない。 

なお、継続が困難となった場合においても、兵庫県農林水産部補助金交付要綱第 19 条に

よる知事の承認を受けた上で、処分しなければならない。 



（別紙様式１） 

 

番     号  

  年  月  日  

 

 

 ○○県民局長 様 

 

 

事業実施主体 

代表者名  

住所  

電話番号 

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ 

 

 

田舎暮らし農園施設整備支援事業の（変更）承認申請について 

 

 

 田舎暮らし農園施設整備支援事業実施要領（令和５年３月28日付け総農第1563号）

第３の１（第４）の規定により、申請します。 

 

 

 

 〔添付書類〕 

  ・添付様式１（農園施設整備支援事業を実施するとき） 

  ・添付様式３（農林漁業体験施設開設支援事業を実施するとき）  



（別紙様式２） 

 

番     号  

  年  月  日  

 

 

 事業実施主体 

代表者名         様 

 

 

○○県民局長  

 

 

田舎暮らし農園施設整備支援事業の（変更）承認について 

 

 

  年 月 日付け 第    号で提出のあった申請については、田舎暮らし農園

施設整備支援事業実施要領（令和５年３月 28日付け総農第 1563号）第３の２（第４）

の規定により承認します。 

  



（別紙様式３） 

 

番      号  

  年  月  日  

 

 

○○県民局長 様 

 

 

事業実施主体  

代表者名  

住所  

電話番号  

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ  

 

 

田舎暮らし農園施設整備支援事業実績報告書の提出について 

 

 

 田舎暮らし農園施設整備支援事業実施要領（令和５年３月28日付け総農第1563号）

第７の１の規定により、報告します。 

 

 

 

 〔添付書類〕 

  ・添付様式１（農園施設整備支援事業を実施したとき） 

  ・添付様式３（農林漁業体験施設開設支援事業を実施したとき） 
 

  



（別紙様式４） 

 

番      号  

  年  月  日  

 

 

○○県民局長 様 

 

 

事業実施主体  

代表者名  

住所  

電話番号  

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ  

 

 

田舎暮らし農園施設整備支援事業実施状況報告書の提出について 

 

 

 田舎暮らし農園施設整備支援事業実施要領（令和５年３月28日付け総農第1563号）

第７の２の規定により、報告します。 

 

 

 

 〔添付書類〕 

  ・添付様式２（農園施設整備支援事業を実施したとき） 

  ・添付様式４（農林漁業体験施設開設支援事業を実施したとき） 

 
 



（添付様式１） 

田舎暮らし農園施設整備支援事業（農園施設整備支援事業） 

計画（変更計画・実績報告）書 

 

１ 事業実施主体 

氏 名  生年月日  

種 別 

タイプ 移住   二地域居住   その他（        ） 

経 緯

※ 

 

※田舎暮らしを始めるに至った経緯を記載。（田舎暮らし開始年月は必ず記載） 

 

２ 利用する遊休農地等 

農地所有者  所有者住所  

利用面積  農地所在地  

権利取得時

における 

農地の状態 

（ア、イいず

れかを記入） 

ア 直近１年間に作付けを行っていない農地 

（作付けを行っていない期間※：    ） 

イ 遊休農地になることが懸念される農地 

（理由：                         ） 

農地利用権 

の取得方法 

ア 農地法  イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 

ウ 農業経営基盤強化促進法  エ その他（            ） 

遊休農地等

の作付計画

等 

 

 

 

 

 ※期間が不明の場合は、『○年以上』、『少なくとも○年』等の記載でも可。 

 

３ 事業の内容 

整備内容 

工種 

及び 

事業量 

農園整備  

その他 

施設整備 

 
左記施設の 

整備箇所又 

は設置場所 

 

  

  

工期 着工(予定)  竣工(予定)  

事業費(円)  うち工事雑費(円)  

  



４ 経費の配分 

科 目 
補助事業に 

要する経費 

補助対象 

経費 

負担区分 

補助金額 自己負担額 

農園施設整備費 
円 円 円 円 

    

 

 

５ 事業完了（予定）年月日     年  月  日 

 

 

（添付資料）※計画申請時に添付した書類と同じものは変更申請及び実績報告時には省略可。 

 ①位置図  ②平面図  ③遊休農地等の利用権設定が確認できる書類（農業委員会の許可等） 

 ④事業実施主体が団体の場合は組織の規約、構成員名簿 

 ⑤事業実施主体がＮＰＯ法人の場合は登記事項証明書、定款 

⑥見積書（直営施工の場合は算定根拠）  ⑦誓約書 

⑧他地域に居住していたことを証する資料（住民票、ガス・電気等使用料支払証明書等） 

⑨兵庫県農業共済組合が発行する農業保険の加入説明に関する証明書（実績報告時） 

⑩本事業により農業共済に加入できる財産を取得し、又はその効用を増加させる場合にあって

は、当該財産についての農業共済又は他の損害保険等（天災等に対する補償を必須とする。）

への加入を証する書面又は加入確約書（実績報告時） 

  



（添付様式２） 

田舎暮らし農園施設整備支援事業（農園施設整備支援事業） 

実施状況報告書（１年目、２年目、３年目） 

 

１ 事業実施主体 

氏 名  事業実施年度  

種 別 

タイプ 移住   二地域居住   その他（        ） 

経 緯

※ 

 

※田舎暮らしを始めるに至った経緯を記載。（田舎暮らし開始年月は必ず記載） 

 

２ 楽農生活に関する状況 

〈例：トマト 30m2（うち 20m2）、ナス 30m2、ホウレンソウ 10m2〉 

※１ 整備した農園を含む、事業実施主体の作付状況（品目、面積等）を記載。 

※２ 事業で活用した遊休農地等には下線を入れる。 

 

 

（添付資料） 

①遊休農地等の作付状況が分かる写真 

②事業で整備した農園・休憩施設等の写真 

  



（添付様式３） 

田舎暮らし農園施設整備支援事業（農林漁業体験施設開設支援事業） 

 計画（変更計画・実績報告）書 

 

１ 事業実施主体 

氏 名  生年月日  

種 別 

タイプ 

※１ 

農林漁業民宿  農林漁家ﾚｽﾄﾗﾝ  農林水産物加工体験施設 

農林水産観光・体験農園    その他（        ） 

経 緯

※２ 

 

※１ 主たるタイプ１つにチェックを入れる。 

※２ 農林漁業体験施設を開設するに至った経緯を記載。（開設（予定）年月は必ず記載） 

 

２ 農林漁業体験施設の利用目標 

 (1) 利用目標 

指標 現状（○年度） １年後（○年度） ２年後（○年度） ３年後（○年度） 

体験(参加)人数〔人〕     

     

     

 ※開設する施設に応じて、体験（参加）人数を含む２つ以上の目標を定める。 

 

 (2) 利用目標の考え方 

 

 

 

 (3) 利用促進に向けて工夫する点（PR方法等） 

〈ソフト事業を実施する場合は、現状の課題とその改善に向けた内容であること〉 

 

 

 

３ 事業の内容 

 (1) 体験施設改修支援（ハード） 

所在地 

（整備箇所） 
 延床面積    ｍ2 

所有者住所  所有者名  

工種 

及び 

事業量 

 

 

 

工期 着工(予定)  竣工(予定)  

事業費(円)  うち工事雑費(円)  



(2) スタートアップ支援（ソフト） 

費目 経費額（円） 摘要（使途等） 

     

   

   

計   

 

４ 経費の配分                               （単位：円） 

科 目 
補助事業に 

要する経費 
補助対象経費 

負担区分 

補助金額 自己負担額 

体験施設改修     

スタートアップ支援     

計     

 

 

５ 事業完了（予定）年月日     年  月  日 

 

 

（添付資料）※計画申請時に添付した書類と同じものは変更申請及び実績報告時には省略可。 

 ①位置図（体験ほ場等と建築物(宿泊施設等)の位置関係が分かる資料） 

 ②事業実施主体が団体の場合は組織の規約、構成員名簿 

 ③事業実施主体がＮＰＯ法人の場合は登記事項証明書、定款  ④誓約書 

⑤農林漁業体験施設に係る体験メニュー等の計画（実績）書（参考様式） 

（計画申請時、実績報告時） 

⑥その他参考となる資料 

 

〈ハード事業を実施する時〉 

 ⑦平面図  ⑧見積書（直営施工の場合は算定根拠） 

 ⑨改修する施設（空き家又は既居住の家）の所有者の承諾書（自己の所有でない施設を改修す

るとき） 

 

〈ソフト事業を実施する時〉 

⑩農林漁業体験施設の開設年月が分かる資料（募集チラシ、ホームページの募集画面等） 

 ⑪見積書又は算定根拠 ⑫イベント開催時等の写真（実績報告時） 

  



（添付様式４） 

田舎暮らし農園施設整備支援事業（農林漁業体験施設開設支援事業） 

実施状況報告書（１年目、２年目、３年目） 

 

１ 事業実施主体 

氏 名  生年月日  

種 別 

タイプ 

※１ 

農林漁業民宿  農林漁家ﾚｽﾄﾗﾝ  農林水産物加工体験施設 

農林水産観光・体験農園    その他（        ） 

経 緯

※２ 

 

※１ 主たるタイプ１つにチェックを入れる。 

※２ 農林漁業体験施設を開設するに至った経緯を記載。（開設年月は必ず記載） 

 

２ 農林漁業体験施設の利用目標及び実績 

 (1) 利用目標及び実績 

〈１年目〉 

指標 
目標値 

（Ａ） 

実績値 

（Ｂ） 

達成率（％） 

（Ｂ／Ａ） 
備考 

体験(参加)人数〔人〕     

     

     

〈２年目〉 

指標 
目標値 

（Ａ） 

実績値 

（Ｂ） 

達成率（％） 

（Ｂ／Ａ） 
備考 

体験(参加)人数〔人〕     

     

     

〈３年目〉 

指標 
目標値 

（Ａ） 

実績値 

（Ｂ） 

達成率（％） 

（Ｂ／Ａ） 
備考 

体験(参加)人数〔人〕     

     

     

 ※報告年度以外の年度は、目標値のみ記入 

 

 (2) 本年度の自己評価 

  



３ 来年度以降に向けて工夫する点 

 

 

 

 

（添付資料） 

①農林漁業体験施設に係る体験メニュー等の計画書（参考様式） 

②イベント開催時等の写真 

 

 



 

 

  年  月  日  

 

 

誓 約 書 

 

兵庫県知事 様 

 

 

 

 田舎暮らし農園施設整備支援事業への申請にあたり、次について誓約いたします。 

 

 １ 田舎暮らし農園施設整備支援事業実施要領に合致する事業であること 

 ２ 申請した内容を遵守すること 

 ３ 申請した内容に虚偽がないこと 

 ４ 事業の実施に当たっては、関係法令を遵守すること 

 

 

 

氏名  

住所  

連絡先(電話番号)  

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ  

 


